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■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
は
？

　　

10
月
か
ら
、
日
本
国
内
の
全
住
民
に

通
知
さ
れ
る
、
１
人
ひ
と
り
異
な
る
12

桁
の
番
号
を
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
と
い

い
ま
す
。
個
人
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う

に
、
住
所
地
や
生
年
月
日
な
ど
と
関
係

の
な
い
番
号
が
割
り
当
て
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
法
人
に
は
1
法
人
に
1
つ
の
法

人
番
号
（
13
桁
）
が
指
定
さ
れ
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
次
の
よ
う
な
行

政
手
続
き
で
必
要
に
な
り
ま
す
。

▼�

社
会
保
障
関
係

：

雇
用
保
険
の
資
格

取
得
や
確
認
、
医
療
保
険
の
給
付
請

求
、
児
童
手
当
現
況
届 

な
ど

▼�

税
務
関
係

：

確
定
申
告
書
、
給
与
支

払
報
告
書 

な
ど

▼ 

災
害
対
策

：

防
災
・
災
害
対
策
に
関

す
る
事
務
、
被
災
者
台
帳
の
作
成
事

務 

な
ど

※ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
生
涯
に
渡
っ
て
使

う
も
の
で
、
住
所
が
変
わ
っ
て
も
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
は
原
則
変
わ
り
ま
せ
ん
。

■
「
通
知
カ
ー
ド
」
を
送
付
し
ま
す

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
お
知
ら
せ
す
る
「
通

知
カ
ー
ド
」
を
、
住
民
票
の
住
所
の
世

帯
主
宛
て
に
、
世
帯
全
員
分
を
簡
易
書

留
で
送
付
し
ま
す
。「
通
知
カ
ー
ド
」
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る
と
き
や
住

所
変
更
手
続
き
に
必
要
で
す
の
で
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

■
希
望
者
に
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
交
付

　

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
は
、
公
的
な

身
分
証
明
書
と
な
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
こ

と
で
す
。「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
と

同
様
に
、
コ
ン
ビ
二
で
の
印
鑑
登
録
証

明
書
と
住
民
票
の
写
し
の
交
付
サ
ー
ビ

ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

希
望
者
は
、「
通
知
カ
ー
ド
」
と
引
き

換
え
に
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
が
取
得

で
き
ま
す
。
初
回
手
数
料
は
無
料
で
す
。

【
申
請
方
法
】

「
通
知
カ
ー
ド
」
に
は
、
個
人
番
号
カ
ー

ド
交
付
申
請
書
が
同
封
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
顔
写
真
を
添
付
し
、
署
名
ま
た

は
記
名
押
印
し
て
同
封
の
返
信
用
封
筒

で
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

【
交
付
方
法
】

平
成
28
年
１
月
以
降
に
、
個
人
番
号
カ
ー

ド
交
付
通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

指
定
さ
れ
た
場
所
で
交
付
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

【
問
合
先
】

（
制
度
に
つ
い
て
）
企
画
情
報
課
☎
２４�

ー�

１
１
１
１
内
線
２
５
０
６

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
５
７
０�

ー�

２
０�

ー�

０
１
７
８

（
通
知
カ
ー
ド
に
つ
い
て
）
市
民
課
☎
４９�

ー�

７
０
７
５

　

国
勢
調
査
は
、
日
本
の
人
口
や
世
帯

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
統
計

法
に
基
づ
き
５
年
ご
と
に
実
施
す
る
最

も
重
要
な
統
計
調
査
で
す
。

　

調
査
結
果
は
、
社
会
福
祉
、
雇
用
政

策
、
生
活
環
境
の
整
備
、
防
災
対
策
な
ど
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
の
た
め
に
役
立
て
ら

れ
ま
す
。
日
本
の
今
を
知
り
、
よ
り
よ

い
未
来
を
つ
く
る
た
め
、
国
勢
調
査
へ

の
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
調
査
の
対
象

国
勢
調
査
は
、
10
月
１
日
現
在
、
日
本

に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
・
世
帯
が

対
象
で
す
。
調
査
票

に
は
、
世
帯
員
を
も

れ
な
く
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

■
調
査
票
の
提
出
方
法

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
10
月
７
日
㈬

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
調
査
員
に
直
接
提
出
す
る

② 

調
査
票
と
一
緒
に
配
付
し
た
郵
送
提

出
用
の
封
筒
（
切
手
不
要
）
に
入
れ

て
郵
送
す
る

■
注
意
事
項

▽ 

調
査
票
が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、

問
合
先
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽ 

国
勢
調
査
は
、
統
計
法
で
国
の
最
も

重
要
な
統
計
調
査
（
基
幹
統
計
調
査
）

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
調

査
票
に
記
入
し
て
提
出
す
る
報
告
義

務
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
問
合
先
】
企
画
情
報
課
情
報
統
計
係
☎

２４�

ー�

１
１
１
１
内
線
２
０
３
９
・
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
５
７
０�

ー�

０
７�

ー�

２
０
１
５
（
受
付

：

10
月
31
日
ま
で
の

午
前
８
時
〜
午
後
９
時
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

が
始
ま
り
ま
す

マイナンバー制度・国勢調査

調
査
票
の
提
出
は
お
済
で
す
か

国
勢
調
査 

センサスくん

ご注意ください！

▼  マイナンバー制度 … 

マイナンバー制度をか

たり、預金口座番号な

どの個人情報を聞き出

そうとする電話や、訪

問があったとの相談が

多数寄せられています。

各機関から電話や訪問

をすることはありませ

んので、決して１人で

対応せず、相手の名前

や用件をメモして各機

関に相談するようにし

てください。

▼  国勢調査 …

国勢調査をよそおった

かたり調査にご注意く

ださい。


